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決算特別委員会委員長報告 

 

 決算特別委員会における審査の経過並びに結果について、ご報告

申し上げます。 

 

 本特別委員会に付託されました案件は、決第１号 令和５年度 

岡山市一般会計歳入歳出決算について、以下１７件の決算及び甲第

１７５号議案 令和５年度 岡山市水道事業剰余金の処分について、

以下２件の剰余金処分議案であります。 

 

 去る９月２０日、これらの議案に対する代表質疑を行い、また、 

９月２４日から１０月７日にかけて開催された各分科会におきまし

て、所管ごとに当局の説明を聴取し、慎重に審査いたしました。 

 次に、１０月１０日に開催された決算特別委員会において、文書に

よる分科会座長報告、さらに各会派による意見表明を行い、採決いた

しましたところ、決第１号 令和５年度 岡山市一般会計歳入歳出

決算について、決第１３号 令和５年度 岡山市水道事業会計決算

について、以上２件の決算については、一部の委員から反対意見があ
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り賛成多数で、その他については、いずれも全会一致で認定並びに原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

 それでは、審査の過程において、特に議論となりました主な内容に

ついて、順次、ご報告申し上げます。 

 まず、各会派の代表質疑では、一般会計歳入歳出決算について、

様々な視点から議論が行われました。 

 

 はじめに、自由民主党岡山市議団の代表質疑では、財政局関係のう

ち、令和５年度の財政状況についての分析結果と見解について質疑

があり、当局から、財政健全化法に基づく各指標の基準値をいずれも

クリアしており、財政の弾力性も一定程度確保されていると考える。 

歳入では、市民税の所得割や固定資産税の増加等により地方税が過

去最高となった。また、歳出では扶助費が最多で、障がい者の自立

支援に係る給付費の伸びや子育て支援の拡充などにより前年度より

も増加した。社会保障関係費の増加や物価高騰対策費など歳出増の

要因が拡大していることから、真に必要な予算を確保できるよう、

健全で持続可能な財政運営の取り組みが一層重要だと考える、との
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答弁がありました。 

 

 次に、公明党岡山市議団の代表質疑では、都市整備局関係のうち、

用水路等転落防止対策について、令和４年度までの７年間で、市内全

域の危険な２，５０７箇所全てに転落防止柵の設置など安全対策を

実施したが、現在も転落事故は続いている状況の中、令和５年度の取

り組みに対する分析と評価について質疑があり、当局から、市が危険

と判断した７２箇所に転落防止柵や視線誘導標などを設置したほか、

地元要望があった５７箇所に、転落防止柵を約５．３ｋｍ設置した。

また、各区役所などで新たな啓発ビラを配布するとともに、新聞や広

報紙により、多くの市民に注意喚起を促す対策を充実させた。これら

により、一定の効果は現れているが、引き続き粘り強く対策に取り組

む、との答弁がありました。 

  

 次に、みらいえの代表質疑では、岡山っ子育成局関係のうち、令和

５年度の高校生等給付型奨学金の決算額、受給者数および事業開始

からの経年的な受給者数の傾向ならびに事業の効果をどう評価する

かについて質疑があり、当局から、決算額は６，１５４万円余、受給
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者数は９７３人で、事業を開始した令和２年度から５年度までの対

象見込み人数に対する受給者数の割合は３８・７％から４８・７％へ

上昇している。毎年８００人以上の方へ支給し、学業や部活動など学

校生活の継続に寄与できたと考える、との答弁がありました。 

 

 次に、おかやま創政会の代表質疑では、産業観光局関係のうち、令

和４年１１月にリニューアルオープンした岡山城について、令和５

年度の来場者数が、昭和４７年度に次ぎ歴代２位の４３万８，３２７

人を記録した要因について質疑があり、当局から、岡山城は令和の大

改修にあたり、歴史を伝える城として、岡山の歴史をストーリー、映

像、体験で分かりやすく伝える展示にリニューアルした。また、集う

城として烏城灯源郷などさまざまなイベントを開催したほか、天守

の夜間一棟貸しも好評で、城自体の魅力と多様な仕掛けが来場に結

び付いていると考える、との答弁がありました。 

 

次に、日本共産党岡山市議団の代表質疑では、岡山っ子育成局関係

のうち、放課後児童クラブについて、令和５年度に整備した施設と老

朽施設の解消の見通しについて質疑があり、当局から、令和５年度中
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に整備した施設は、中山、芳明、平福の児童クラブの３棟であり、ま

た、目標耐用年数を経過した建物は建て替え等の検討を行うことと

しており、対象の７棟のうち、令和６年度に１棟、令和７年度に２棟、

令和８年度に２棟を整備予定であり、残り２棟についても今後検討

していく、との答弁がありました。 

 

 最後に、懐かしい未来の代表質疑では、政策局関係のうち、地方創

生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税の令和５年度の寄附件数、

寄附額、そのうち県内に本社がある企業数について、また、寄附が多

かった事業ならびに寄附を増やすための取り組みについて質疑があ

り、当局から、寄附件数は１８社２３件で、寄附額は１，６３５万円、

うち県内に本社のある企業数は２社。スタートアップ支援事業への

寄附が多く、６件あった。寄附を増やすため令和５年度から２年間、

企業向けＰＲ業務委託を契約し、各担当部局からも企業へ働きかけ

を行った、との答弁がありました。 

 

次に、各分科会審査での、一般会計歳入歳出決算及び都市・環境分

科会における、下水道事業会計決算の主な質疑について、順次、ご報
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告申し上げます。 

 

 はじめに、総務分科会について、であります。 

まず、財政局関係の歳入のうち、固定資産税の決算額について、委

員から、固定資産税が増加している要因をどのように考えているか、

との質疑があり、当局から、土地については評価替え時の地価上昇の

影響と宅地の増加によるもの、家屋については企業進出等に伴う物

流施設の整備や街中の再開発の増加によるもの、また、既存企業の設

備投資も堅調であり償却資産が増加していることが要因と考えてい

る、との答弁がありました。 

これを受け、別の委員から、個人市民税の税収も右肩上がりである

が、固定資産税も含めどう評価するかとの質疑があり、当局から産業

政策や都市基盤整備等により税収が生まれるとともに、雇用や活力

創出につながり、再び税収として返ってくるサイクルに今あるので

はないかと考えている。この流れを捉え、必要なところに必要な予算

が回るよう、しっかりと財政運営をしていきたい、との答弁がありま

した。 

これを受け、委員から、このプラスのサイクルを市民に正しく理解
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してもらう努力を引き続き行っていただきたい、との意見がありま

した。 

 

 続いて、消防局関係のうち、消防職員の条例定数及び消防団員の出

動報酬について、委員から、消防職員数が条例定数に至っていないこ

とに違和感を持っており、計画的な確保が必要だと思うがどのよう

に考えているのか、との質疑があり、当局から、想定外の退職もある

が、１度に大量に採用すると質が落ちる懸念もあることから、計画的

に増員を図り定数確保に向けて取り組んでいく、との答弁がありま

した。 

 また、別の委員から、消防団員の警備や訓練に対する出動報酬につ

いて、現在の仕組みでは、支給対象となる団員数や回数に制限を設け

ている現状がある。不用額が出ていることを考えると、仕組みの変更

を考えるべきではないか、との質疑があり、当局から、実情と乖離し

た部分があるのは認識している。消防団の幹部から意見が上がって

くれば、そのような方向に舵を切っていくことも１つの考えであり、

努力をしていくべきと考えている、との答弁がありました。 
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 次に、保健福祉・協働分科会について、であります。 

まず、市民協働局関係のうち、町内会集会所新築等補助金について、

委員から、補助限度額到達件数が22件、うち16件がエアコン設置に係

るものであったことに触れ、補助限度額超過分は町内会で負担せざ

るを得ない。物価高騰の折、エアコン複数台設置の場合には事情を考

慮する仕組みを検討してはどうか。また、集会所新築等補助について、

建築単価が上昇しており、補助額について今一度検討をしてはどう

か、との質疑があり、当局から、町内会の課題は集会所の件も含めて

様々あると認識しており、引き続き町内会の意見も傾聴しながら、補

助金の制度も含めて支援していきたいと考えている、との答弁があ

りました。 

 

 続いて、保健福祉局関係のうち、福祉避難所について、委員から、

福祉避難所は特別養護老人ホーム等の施設で開設されるが、体の不

自由な方等の要配慮者は市が開設する一般の避難所ではなく、最初

から福祉避難所へ避難をするようにしてはどうか、との質疑があり、 

当局から、一般の避難所での避難生活が困難であることが予見され

る要配慮者については、福祉避難所へ直接避難することも制度的に
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は可能である。しかし、福祉避難所の開設・運営は一般の避難所とは

異なり、市職員の配置はなく、運営を担う施設側が24時間体制で対応

するなど、施設側の準備が整い次第、必要に応じて開設される仕組み

である。そのため、事前の受け入れ調整が必要である、との答弁があ

りました。 

 

 次に、市民・産業分科会について、であります。 

 まず、市民生活局関係のうち、防犯カメラ設置支援事業について、

委員から、補助金の執行率が令和４年度の78.8%から令和５年度は

96.2%と上昇した理由について質疑があり、当局から、令和５年度は

新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、町内会活動が戻って

きたことで、新規設置台数が増となったこと、あわせて更新費用を補

助対象に加えたことが要因と考えている、との答弁がありました。 

次に、防犯灯設置事業について、委員から、他市では町内会が消滅

して自治体が全額負担しているところもあると聞いている。本市で

も高齢化や人口減少が進んでおり、小規模町内会が多数ある状況の

中、本事業を町内会の負担で実施するのは、費用面も含め困難になっ

てくるのではと危惧している。そのような状況を踏まえた上で将来
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の制度設計をしてもらいたいがどうか、との質疑があり、当局から、

制度全体のあり方について検討している段階である、との答弁があ

りました。 

 

 続いて、産業観光局関係のうち、スタートアップ支援事業について、 

委員から、事業の成果について質疑があり、当局から、前年度に比べ

て、ももスタでのイベントなどの回数を増やし、参加者の約４割が新

規となっている。今後も交流会などを通じたコミュニティの形成に

つなげていきたい、との答弁がありました。 

 また、委員から、ももスタの新規利用者が、既に形成されているス

テークホルダーなどのコミュニティに入りやすくなるような工夫が

できないかとの質疑があり、当局から、令和６年度より、ももスタに

常駐のコミュニティマネージャーを配置し、相談体制を整えている。

今後も、利用者の声を聞きながら事業を展開していきたい、との答弁

がありました。 

 

 次に、都市・環境分科会について、であります。 

 まず、都市整備局関係のうち、令和５年度の機構改革により、公共
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建築課の職員体制が強化されたことについて、その評価を問う質疑

が委員からあり、当局から、子どもに対する猛暑対策として、本市が

所管する学校施設へのエアコン設置を進めている。業務量は増加し

ているが、スケールメリットを生かし、効率的に実施できており、機

構改革の成果がはっきりと表れていると認識している、との答弁が

ありました。 

 

続いて、下水道河川局関係のうち、市民向け浸水対策用土のう及び

防災備蓄土の配布について委員から、現在実施している定期配布だ

けでなく、大型台風の到来時など急遽土のうが必要となった場合の

緊急配布を実施する考えはあるか、との質疑があり、当局から、予測

困難な天候の変化や準備期間の不足等の課題があり緊急配布は難し

いのが現状で、普段からの備えを重視して定期配布としている。市民

の方々には、定期配布の他に、町内会への備蓄土の配布や止水板等を

活用するなどして水害に備えていただきたいと考えている。各家庭

で対応可能な浸水対策については、パンフレットやホームページ等

で周知しているが、定期配布を認知されていない市民の方もいるた

め、今後、広報活動を強化したいと考えている、との答弁がありまし
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た。 

 

 次に、子ども・文教分科会について、であります。 

まず、岡山っ子育成局関係のうち、保育士確保策について、委員か

ら、他の指定都市では採用試験を５月、６月に実施しているところも

ある。本市も７年度に募集を行う８年度採用からは１カ月早めて８

月に実施するということだが、３か月でも早めてもらいたいがどう

か、との質疑があり、当局から、これまで様々な支援策を実施するな

ど保育士確保に努めてきた。今後も保育士確保は重要と考えており、

他都市の状況や関係者の意見を聞き、関係部局と協議してまいりた

い、との答弁がありました。 

 

 続いて、教育委員会関係のうち、施設や物品の修繕及び消耗品等の

購入について、委員から、学校によって執行率に差が生じており、毎

年多くの不用額が出ているのはなぜか、との質疑があり、当局から、

契約の入札残や緊急の修繕等に備えた結果、執行残が発生している、

との答弁がありました。 

これを受け、委員から、学校の意識の問題もあるのではないか、子
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どものたちのために使いやすいように改善してもらいたいがどうか、

との質疑があり、当局から、必要な教材などの発注や修繕の対応を年

度末に行っている実態がある。まずは学校の意識を変える必要があ

るため校長会等を含めた周知や、学校からの相談対応をスムーズに

行うこと等が必要と考える、との答弁がありました。 

  

以上、本決算審査における主な議論をご報告いたしましたが、この

ほかにも審査の過程で、事業執行における現状や課題に対して、様々

な意見や指摘等がありました。 

 当局におかれましては、これらを真摯に受け止め、十分に検討の上、

今後の市政運営に反映されるよう申し添え、決算特別委員会の委員

長報告といたします。 

 


